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薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表

○
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
二
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚

基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器

生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器

（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
基
準
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

（
新
設
）

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
高
度

管
理
医
療
機
器
は
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
高
度
管
理
医
療
機
器
の
形
状

、
構
造
及
び
原
理
、
使
用
方
法
又
は
性
能
等
が
既
存
の
高
度
管
理
医
療
機

器
（
別
表
第
一
に
お
い
て
「
既
存
品
目
」
と
い
う
。
）
と
実
質
的
に
同
等

で
な
い
と
き
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医

（
新
設
）

療
機
器
の
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
。
以

下
「
基
本
要
件
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
及
び
基
本
要
件
基
準
の
適
合
性
に

（
新
設
）

関
す
る
資
料
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
収
集
し
、
か
つ
、
作
成
さ
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れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
調
査
又
は

（
新
設
）

試
験
に
お
い
て
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
き
正
確
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
の
調
査
又
は
試
験
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
の
二
の
二
十
三
第

（
新
設
）

一
項
の
認
証
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
そ
の
品
質
、
有
効

性
又
は
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
結
果
が
得
ら
れ
た
場
合

に
は
、
当
該
結
果
に
つ
い
て
検
討
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
が

当
該
資
料
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
っ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二

（
新
設
）

十
三
第
一
項
の
認
証
を
受
け
る
ま
で
の
間
保
存
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準

が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
管
理
医
療
機
器
は
、
別
表
第
二
の
下
欄
に
掲

を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
は
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
専
ら
動
物
の
た
め

る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
下
欄
に

、
基
本
要
件
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
管
理
医
療

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
も
、

機
器
の
形
状
、
構
造
及
び
原
理
、
使
用
方
法
又
は
性
能
等
が
既
存
の
管
理

当
該
医
療
機
器
の
形
状
、
構
造
及
び
原
理
、
使
用
方
法
及
び
操
作
方
法
若
し

医
療
機
器
と
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
は
適
用
し
な

く
は
性
能
等
が
既
存
の
医
療
機
器
と
明
ら
か
に
異
な
る
と
き
は
、
本
告
示
は

い
。

適
用
し
な
い
。

（
そ
の
他
基
準
の
適
合
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
二
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
三
の
二
の
二
十
三

（
新
設
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
適
合
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一

（
新
設
）
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番
号

医
療
機
器
の
名
称

基

準

既
存
品
目
と
の
同

等
性
を
評
価
す
べ

使
用
目
的
又
は
効
果

き
主
要
評
価
項
目

と
そ
の
基
準

一

１

イ
ン
ス
リ
ン

次
の
評
価
項
目
に

専
用
医
薬
品
カ
ー
ト

ペ
ン
型
注
入
器

つ
い
て
厚
生
労
働

リ
ッ
ジ
及
び
ペ
ン
形

省
医
薬
食
品
局
長

注
入
器
注
射
針
を
取

が
定
め
る
基
準
に

り
付
け
て
使
用
し
、

よ
り
評
価
す
る
こ

皮
下
へ
イ
ン
ス
リ
ン

と
。

を
注
入
す
る
こ
と
。

１

機
械
的
性
能

２

投
与
量
の
精

度

３

無
デ
ィ
フ
ェ

ク
ト
性

二

１

ヘ
パ
リ
ン
使

次
の
評
価
項
目
に

心
肺
バ
イ
パ
ス
手
術

用
人
工
心
肺
回

つ
い
て
厚
生
労
働

時
に
使
用
し
、
血
液

路
用
血
液
フ
ィ

省
医
薬
食
品
局
長

か
ら
凝
血
塊
や
気
泡

ル
タ

が
定
め
る
基
準
に

等
を
除
去
す
る
こ
と

２

ヘ
パ
リ
ン
使

よ
り
評
価
す
る
こ

。

用
単
回
使
用
人

と
。

工
心
肺
用
除
泡

１

血
球
損
傷
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器

２

ろ
過
効
率

３

流
量

４

気
泡
除
去
性

能

５

ヘ
パ
リ
ン
コ

ー
テ
ィ
ン
グ

別
表
第
二

別
表

基

準

基

準

日
本
工
業
規
格
又

日
本
工
業
規
格
又

番
号

医
療
機
器
の
名
称

は
国
際
電
気
標
準

番
号

医
療
機
器
の
名
称

は
国
際
電
気
標
準

会
議
が
定
め
る
規

使
用
目
的
又
は
効
果

会
議
が
定
め
る
規

使
用
目
的
、
効
能
又

格

格

は
効
果

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


